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【研究の目的】 
市場においても、行政府や司法 においても、IT 化が急速に進行しつつある。この研究会の目的は、
紛争解決場面における「テクノロジーと法」に関わる論点について、比較法的な視点から、考察を行う
ことにある。 
 
【研究活動及び成果】 

本共同研究Gは、本年度より始動したものであるが、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況による諸々
の影響から、集合的な研究活動自体を控えるだけでなく、個々のメンバーのタイミングを調整し難い環
境下にあったため、目に見える形での成果がまだ得られていない。もっとも、メンバー内でのメールベ
ースでのやり取りを数度重ね、共同研究Gとしての方向性を共有しているほか、「民事訴訟法（IT化関係）
等の改正に関する追加試案」 へのパブリック･コメントをすべく意見交換をする（結局、パブコメを提
出するには至らなかった）など、具体的なテーマについての意見交換を重ねている。 

今後も、日本司法書士連合会の研修「WEB模擬裁判」の講師を担当するメンバーによる報告や収取し
た文献の報告など、今後の成果発表に向けた活動を継続してゆきたい。 

 


	40. （Gno.88）紛争解決における「テクノロジーと法」に関する研究

